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（仮称）平出町トランジットセンターゾーンの整備について 

 

◎ 趣旨 

 （仮称）平出町トランジットセンターゾーン（以下「ＴＣゾーン」という。）につい

て，基本的な考え方や今後の進め方等について情報提供するもの 

 

１ ＴＣゾーンの位置づけ 

  平成３０年５月に策定した「ＬＲＴ沿線の土地利用方針」において，（仮称）平出町停

留場周辺は，自動車交通とＬＲＴ等の公共交通などをつなぐ新たな交通結節拠点として，

産業活動や経済の活性化，交流人口の増加など本市の更なる発展につながるポテンシャ

ルを有していることから，多くの人やモノが行き交うＬＲＴ施設を中心としたＴＣゾー

ンにおいては，ＬＲＴ利用者の利便機能や，交通結節拠点にふさわしい交流機能などの導

入に向け，ＬＲＴ整備と一体的に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画  

（仮称）平出町停留場 

資料５ 



２ 

 

２ ＴＣゾーンの現況  ※ 別紙１参照 

 

３ ＴＣゾーン整備の基本方針  ※ 別紙２参照 

   本市がＴＣゾーンにおいて，新たな土地利用を創出するにあたり，土地利用のコン

セプトや導入機能，施設整備の考え方等をまとめた「（仮称）平出町トランジットセ

ンターゾーン整備基本方針」（以下「整備基本方針」という。）を策定する。 

 

４ 今後の進め方 

⑴ 議会や地権者等への説明 

「整備基本方針」に基づき，市において主体的に土地利用を行う目的や導入機能，施

設整備の考え方等について，地権者への配慮や情報管理の観点などから，議会と地権

者等へ概ね同時に説明を実施する。 

⑵ 対話型市場調査 

  ア 目的 

「整備基本方針」及び「対話型市場調査実施要領」に基づき導入が見込める具体

的な施設や整備手法，事業の成立性，事業参画に当たっての条件などについて，民

間事業者に対する調査を実施する。 

  イ 対話の主な内容 

   ① 事業内容等 

・ 交流や賑わいを創出する具体的な施設の種類や規模，配置 等 

・ 地域振興に資する施設や活用できる地域資源等のアイディア 

   ② 事業実施条件等 

・ 事業スキームや官民の役割分担，市が負担する整備費・維持管理費 等 

    ・ 事業実施に当たっての課題，条件 等 

 

５ 今後のスケジュール   

令和２年８月 ３日   議員説明会 

下旬～  地域住民（平石地区）への説明 

９月頃～    対話型市場調査の実施（地権者の理解を得るとともに， 

コロナウイルスの収束状況を見極めた上で実施）    

   令和３年 １月～   都市計画決定に係る法定手続き 

所 在 地 

宇都宮市平出町，下平出町の一部 

※ ＬＲＴ軌道，主要地方道宇都宮向田線，新４号国道に囲ま

れた区域で，（仮称）平出町停留場との位置関係を考慮しなが

ら検討している。 

検討対象面積 約３．７ｈａ 

区域区分等 
市街化調整区域，農業振興地域農用地（農振法）， 

農用地区域内農地（農地法） 

そ の 他 平石西部圃場整備区域（平成４年～平成１５年） 



ＴＣゾーンの検討対象区域と周辺施設の概要 
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（仮称）平出町停留場整備イメージ  

 

 

車両基地 見学イメージ 

作業動線と分離された 
見学者用通路 

① 

鬼怒通り 

（仮称）平出町停留場 
新４号国道 

Ｎ 

■ 鬼怒通りからＴＣゾーンまでの立体交差のイメージ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

１ 整備方針策定の趣旨 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

２ 上位計画における位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ 策定の目的 

  （仮称）平出町停留場の周辺については，ＬＲＴの車両基地等が整備されるなど，本市の更なる発

展につながるポテンシャルを有したエリアであることから，ＬＲＴ沿線における多くの人とモノが行

き交う新たな交通結節拠点として，ＬＲＴ利用者の利便機能や交通結節拠点にふさわしい交流機能な

どの導入を図るため，拠点整備に当たっての本市の基本的な考え方等を示す「（仮称）平出町トランジ

ットセンターゾーン整備基本方針」を策定する。 

３ ＴＣゾーンの現況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮 称） 平 出 町 ト ラ ン ジ ッ ト セ ン タ ー ゾ ー ン 整 備 基 本 方 針 【 概 要 版 】 

 

項 目 内   容 

所在地 宇都宮市平出町，下平出町の一部 

区域区分 
市街化調整区域 

容積率２００％，建蔽率６０％ 

その他 農業振興地域農用地 

 

 

４ 整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

５ 導入機能の基本的な考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

６ 施設整備の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

❑ 整備の基本方針 

 新たな交通結節拠点として，ＬＲＴ沿線を始めとする地域の発展を目指し，本市のまちづくりのシ

ンボルとなる拠点を形成する。 

 

 

 

 

【拠点形成に当たって考慮する視点】 

◆ ＬＲＴの利用による日常生活の充実   ◆ 環境負荷の少ない低炭素型まちづくりの推進 

◆ ＩＣＴ等の先進技術を活用したまちづくり 

ＬＲＴのある日常に楽しさをプラスすることから，多くの世代が「する」，「見る」，「支える」の主体

となり，みんなが楽しみ，交流が生まれる機能として，本市が推進している３ｘ３などアーバン（都市

型）スポーツを基本とするとともに，周辺地域の振興や他地域との交流にもつながる機能の導入を図る。 

 
・ 交流と賑わいを創出する機能 

⇒ 多くの世代からの需要の高いスポーツや

健康づくりを主とした機能の導入を図る。 

例：３ｘ３，スケートボード，ＢＭＸ等 

・ 地域の振興に資する機能 

⇒ 地元の多様な農産物などの地域資源をフ

ル活用した機能の導入を図る。 

例：農産物の直売，カフェなどの飲食施設等 

○ 第６次宇都宮市総合計画 

「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指し，地域特性を踏まえた拠点の形成や拠点間の連

携・補完を図る交通ネットワークの強化を一体的に進めることとし，特に，鉄道駅やＬＲＴのトランジ

ットセンターなどの交通結節点周辺は，地域特性を生かした交流促進等につながるよう，拠点化を促進

する。 

○ 第３次宇都宮市都市計画マスタープラン 

ＬＲＴ等の新たな交通結節点となる（仮称）平出町停留場周辺のトランジットセンターゾーン（以下

「ＴＣゾーン」という。）では，停留場や駅前広場，駐車場等と一体となって，ＬＲＴ利用者のための

利便機能や交通結節拠点にふさわしい交流機能などの導入を進める。 

○ ＬＲＴ沿線の土地利用方針  ～（仮称）平出町停留場周辺～ 

多くの人やモノが行き交うポテンシャルを有するＬＲＴ施設を中心としたＴＣゾーンにおいては，

ＬＲＴ利用者の利便機能や交通結節拠点にふさわしい交流機能などの導入に向け，ＬＲＴ整備と一体

的に取り組む。利 

・ 本市中心部などの市街地と鬼怒川左岸地域の市街地を連絡し，多くの人が行き交うＬＲＴの沿線

の枢要な位置にあることから，市民の多様なレクリエーションニーズに対応するため，これからのま

ちづくりをけん引する新しい公共空間・オープンスペースとして都市公園を整備する。 

・ 施設整備については，利用者にとって，より利便性や快適性が高いものを導入するとともに，市の

財政負担を軽減するため，民間活力を最大限に活用し整備する。 

・ 民間活力の活用に当たっては，公園内において民間の収益施設の立地を可能とし，施設の質の向上

や，利用者の利便性の向上を図れる「Ｐａｒｋ－ＰＦＩ」の活用を基本とする。 

 

【コンセプト】 

 『ＬＲＴを利用し日常に楽しさをプラスする賑わいと交流の拠点』 

別 紙 ２ 

 

主要地方道宇都宮・向田線 

ア 新たな交通結節拠点としてのポテンシャル 

 ＬＲＴ整備や同整備に伴うバス路線等の再

編により，利便性の高い公共交通ネットワー

クが形成され，交流人口の増加が促進される

など高いポテンシャルを有している。 

イ 立地特性を生かした新たな価値の創出 

  市街地内では創出することのできない規模

の土地利用が可能であり，周辺の環境等を保

全しながら，都市的環境と農村的環境を生か

した新たな価値を創出できる。 

７ 今後の進め方 
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ＪＲ宇都宮駅 

宇都宮工業団地 

宇都宮 

テクノポリスセンター 

清原工業団地 

ＬＲＴ車両基地 

 
ＬＲＴ車両基地 

（仮称）平出町停留場 


